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議長（萩原正信君） 本日の会議を開きます。 

 

午前１０時００分  開議 

─────────────────────────────────── 
日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議長（萩原正信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、６番 北澤佳子君及び７番

 星野吉弥君を指名します。 

─────────────────────────────────── 
日程第２ 議案第３５号 令和５年度片品村一般会計補正予算（第２号）について 

 

議長（萩原正信君） 日程第２、議案第３５号 令和５年度片品村一般会計補正予算（第

２号）についてを議題とします。 

 説明が終わっていますので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

 

議長（萩原正信君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第３５号 令和５年度片品村一般会計補正予算（第２号）について討論

を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（萩原正信君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（萩原正信君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３５号 令和５年度片品村一般会計補正予算（第２号）についてを採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（萩原正信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３５号 令和５年度片品村一般会計補正予算（第２号）については
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原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第３ 議案第３６号 片品村過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

議長（萩原正信君） 日程第３、議案第３６号 片品村過疎地域持続的発展計画の変更に

ついてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（萩原正信君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３６号 片品村過疎地域持続的発展計画の変更について、提案の説明を申し上げ

ます。 

 過疎地域の持続的発展に関する特別措置法に基づく、過疎対策事業に変更が生じ、本計

画に盛り込む必要があるため、計画の変更につきまして議決をお願いするものでございま

す。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（萩原正信君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（萩原正信君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（萩原正信君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（萩原正信君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３６号 片品村過疎地域持続的発展計画の変更についてを採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（萩原正信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３６号 片品村過疎地域持続的発展計画の変更については原案のと

おり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第４ 議案第３７号 物件売買契約の締結について 

 

議長（萩原正信君） 日程第４、議案第３７号 物件売買契約の締結についてを議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（萩原正信君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３７号 物件売買契約の締結について、提案の説明を申し上げます。 

 本議案は、更新時期を迎える職員の業務用パソコンの購入契約の締結につきまして議決

をお願いするものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（萩原正信君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（萩原正信君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（萩原正信君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 
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（発言する者なし） 

 

議長（萩原正信君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３７号 物件売買契約の締結についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（萩原正信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３７号 物件売買契約の締結については原案のとおり可決されまし

た。 

─────────────────────────────────── 
日程第５ 発議第１号 むらづくりに対する特別委員会設置について 

 

議長（萩原正信君） 日程第５、発議第１号 むらづくりに対する特別委員会設置につい

てを議題とします。 

 本案について、趣旨説明を求めます。 

 ８番 千明勉君。 

 

８番（千明 勉君） はい、８番。 

 

議長（萩原正信君） ８番。 

（８番 千明 勉君登壇） 

 

８番（千明 勉君） 発議第１号 むらづくりに対する特別委員会設置について、趣旨説

明を申し上げます。 

 片品村議会は、村民の負託に応え、信頼される議会を目指し、さらには議会の活性化を

図っていくため、令和２年４月に「村民に開かれた議会」「政策の立案や提言を行う議会」

「行政の監視及び評価を行う議会」を三本の柱とし、これらの機能の充実を図るための議

員活動の指針となる片品村議会基本条例を制定いたしました。 

 そして、中でも重要な施策である、村民の意見を議会及び議員の政策立案に反映させる

ため、同年８月に実施した村民アンケート調査の「むらづくりに対する意見」の分析、調

査、検討及び提案を行うため、同年１２月にむらづくりに対する特別委員会が設置されま

した。 

 その後、議員の任期満了に伴い委員会は廃止となりましたが、これまでの活動は道半ば

であり、その活動を継承するために、再度、むらづくりに対する特別委員会を設置したい

というものであります。 
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 それでは、むらづくりに対する特別委員会の設置について、ご説明を申し上げます。 

 名称は、むらづくりに対する特別委員会とする。 

 設置根拠は、地方自治法第１０９条及び委員会条例第５条による。 

 目的については、次の事項の分析、調査、検討及び提案を行うものである。 

 （１）村民のむらづくりに対する意見に関する事項。 

 委員の定数は、議員全員とする。 

 調査期間は、議員任期満了日まで、議会の閉会中も継続して調査を行う。 

 以上のとおり、会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（萩原正信君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「進行」と呼ぶ者あり） 

 

議長（萩原正信君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（萩原正信君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（萩原正信君） これで討論を終わります。 

 これから、発議第１号 むらづくりに対する特別委員会設置についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（萩原正信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１号 むらづくりに対する特別委員会設置については原案のとおり

可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第６ 閉会中の継続調査申し出について 

 

議長（萩原正信君） 日程第６、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。 

 各委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元にお配りした申出書のとおり、閉
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会中の継続調査申出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（萩原正信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第７ 字句等の整理委任について 

 

議長（萩原正信君） 日程第７、字句等の整理委任についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会で議決された事件について、その字句及び数字等の整理を要するものについて

は、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（萩原正信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、字句及び数字等の整理は議長に委任することに決定しました。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

─────────────────────────────────── 
議長（萩原正信君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る９日に開会されました第３回定例会が、全ての案件を議了し、ここに閉会の運びと

なりました。 

 会期中、議員の皆様方には、熱心に審議を重ねていただき、厚く御礼を申し上げます。 

 また、執行部の皆様には、審議のためにご協力を賜り、心から感謝申し上げる次第であ

ります。 

 議員各位におかれましては、閉会後におきましても、諸行事や委員会活動をはじめ、何

かとご多忙のことと存じますが、梅雨のうっとうしい折柄、健康には十分に留意され、ま

すますご活躍されますことを祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたします。 

─────────────────────────────────── 
議長（萩原正信君） この際、村長から挨拶の申出がありますので、許可します。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（萩原正信君） 村長。 
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（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 閉会に当たりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、６月９日から本日までの８日間、条例の制定及び一部改正、

一般会計補正予算、また、計画の変更や売買契約の締結などについて慎重にご審議いただ

き、全議案についてご認定いただき、誠にありがとうございました。 

 また、この間におきまして、いろいろなご意見やご提案、ご指導を賜りましたことは、

今後の行政執行に当たり、十分心して努めてまいりたいと考えております。 

 既に梅雨に入っており、台風の時期にもなるため、すっきりしない、また、変わりやす

い天候が続いておりますが、尾瀬や武尊山の山開きもコロナ前のようににぎやかに開催す

ることができ、日本百名山の日光白根山や至仏山でも、夏の登山シーズンを迎える準備が

順調に進められていることと思われます。４年ぶりにコロナによる制限のない夏の観光シ

ーズンを迎えるに当たって、大きな期待をしているところであります。 

 農業も大変忙しい時期となりましたが、国際情勢等により諸物価が上昇し、関係者は大

変なご苦労をされているとご推察いたします。 

 また、一般家庭においても、電力・ガス・食料品等の価格が高騰している状況が続いて

おりますので、村でも支援策等を検討し、できるところから実施していきたいと考えてお

ります。その際には、議員皆様のご指導ご協力をぜひお願いをいたします。 

 これからしばらくは天候不順な日々が続きますが、議員各位におかれましては、健康に

十分ご留意され、議会活動にご活躍くださいますようお願いを申し上げまして、閉会に当

たってのお礼の挨拶とさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

─────────────────────────────────── 
議長（萩原正信君） 以上で会議を閉じます。 

 令和５年第３回片品村議会定例会を閉会します。 

 大変お疲れさまでした。 

 

午前１０時１４分  閉会 

 


